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決　算　報　告　書

14

7 3 1年 月 日

日8 2 28年 月

一般社団法人樫の会

東京都港区三田1-4-28
三田国際ビル3階　309区

（ 第 期 ）

自

至

令和

令和



一般社団法人樫の会 (単位：円)

442,948

10,284,164

100,000

10,827,112

955,500

△ 826,899

128,601

3,300,000

3,300,000

3,428,601

14,255,713

33,000

37,010

80,000

70,000

220,010

220,010

13,375,953

659,750 14,035,703

14,035,703

14,255,713

(注)賃貸ビルの預け敷金については、退去時に原状回復費用と相殺されて返金される予定です。

貸借対照表

令和 8年  2月 28日 現在

資   産   の   部

前払金

建物

【流動資産】

小口現金

【投資その他資産】

【有形固定資産】

普通預金

【固定資産】

流動資産合計

敷金(注)

投資その他資産合計

固定資産合計

減価償却累計額

有形固定資産合計

資産合計

負   債   の   部

未払費用

未払金

【流動負債】

正味財産合計

負債・正味財産合計

前期繰越正味財産

正味財産当期増減額

前受収益

未払法人税等

流動負債合計

正　味　財　産   の   部

負債合計
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6,295,000

1,585,000

1,353,000

960,000

1,035,000

1,200,000 12,428,000

2,148,088

1,544,899

1,826,252

94,769

1,158,248

64,018

4,356,000

101,945

116,180

3,900

8,890

3,339

267,095

132,000

44,480

99,961 11,970,064

21,814

250,000 271,814

729,750

729,750

70,000

659,750

損益計算書
自　 令和　7年  3月  1日
至　 令和  8年  2月 28日

【経常収入】

年会費収入

分科会会費収入

例会会費収入

懇親会会費収入

雑費

税引前当期純利益

租税公課

支払報酬

【経常費用】

例会関連費

懇親会関連費

事務委託費

消耗品費

当期純利益(当期正味財産増減額）

【財務収益】

雑収入

経常利益

法人税住民税及び事業税

受取利息

事務請負収入

寄付金収入

会議費

旅費交通費

支払講演謝金

支払手数料

分科会関連費

減価償却費

支払賃料

通信費

水道光熱費
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6,295,000

1,585,000

1,353,000

1,035,000

1,200,000 11,468,000

2,148,088

1,544,899

1,328,027

94,769

1,158,248

59,073

4,019,521

94,070

107,206

3,599

8,699

3,339

246,463

121,804

41,044

92,240 11,071,089

21,814

230,689 252,503

649,414

649,414

649,414

寄付金収入

事務委託費

例会関連費

懇親会関連費

当期純利益

【財務収益】

雑収入

経常利益

会議費

雑費

受取利息

税引前当期純利益

支払講演謝金

通信費

支払報酬

旅費交通費

支払手数料

分科会関連費

消耗品費

水道光熱費

減価償却費

租税公課

支払賃料

【経常費用】

例会会費収入

懇親会会費収入

分科会会費収入

損益計算書（非収益部門）
自　 令和　7年  3月  1日
至　 令和  8年  2月 28日

【経常収入】

年会費収入
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960,000 960,000

498,225

4,945

336,479

7,875

8,974

301

191

20,632

10,196

3,436

7,721 898,975

19,311 19,311

80,336

80,336

70,000

10,336

【財務収益】

雑収入

当期純利益

経常利益

税引前当期純利益

法人税住民税及び事業税

支払報酬

雑費

会議費

減価償却費

旅費交通費

消耗品費

水道光熱費

事務委託費

通信費

【経常費用】

支払手数料

事務請負収入

支払賃料

損益計算書(収益部門）
自　 令和　7年  3月  1日
至　 令和  8年  2月 28日

【経常収入】



個 別 注 記 表 
 

一般社団法人 樫の会 
 
１．重要な会計方針 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし 

(2) 棚卸資産の評価方法 
該当なし 

(3) 固定資産の減価償却の方法 
建物･･･定額法（耐用年数 15 年） 

(4) 引当金の計上基準 
該当なし 

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
消費税免税事業者に該当 

 
以上 



附属明細書 
自 令和 7 年 3 月 1 日 

至 令和 8 年 2 月 28 日 

 
1.固定資産の明細 

（単位：円）
期　　首 当　期 当　期 期    末 減価償却 当　期 減損損失 差引当期末

帳簿価額 増加額 減少額 帳簿価額 累計額 償却額 累計額 残高

 建    物 955,500 0 0 955,500 826,899 64,018 0 128,601

 計   955,500 0 0 955,500 826,899 64,018 0 128,601

区分 資産の種類

有
形
固
定
資
産  

 
以上 

 


